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１ 概 要 
産業構造の変化等による経済実態を反映するため、５年ごと（西暦の末尾が０

または５の付く年）に鉱工業指数の基準年を更新する改定を行うこととしており、
今回は平成 22 年（2010 年）基準から平成 27 年（2015 年）基準への改定を行っ
た。 

 

２ 主な改定内容 

 (1)業種分類の体系の見直し（別添１） 

  公益事業（電力・ガス）を廃止することとした。 

(2)採用品目及びウェイトの見直し（別添２、３） 

  平成 28 年経済センサス-活動調査結果等を参考に、生産・出荷指数について

は 163 品目（平成 22 年基準では 189 品目）、在庫指数については 104 品目（平

成 22年基準では 120品目）を選定するとともに、鉱工業全体を１万とした場合

の付加価値額等のウェイトを再算定した。 

 
 

３ 改定時期等 

 (1)改定時期 

平成 27年基準による指数については、平成 31年 1月分から適用する。 

(2)遡及適用について 

平成 25年 1月分まで遡及して平成 27年基準の指数を作成した。 

(3)平成 24年 12月以前の指数の扱い 

平成 24年 12月以前については、平成 22年基準指数に次に掲げるリンク係数

を乗じて平成 27年基準指数に接続することで、長期時系列の確保が可能である。 

ただし、旧基準の指数と新基準の指数では採用品目及びウェイトが異なるた

め、便宜的な接続であることに留意する必要がある。 

 

         平成 27年基準の平成 25年１～３月の平均季節調整済指数 

  リンク係数＝ ────────────────────────── 

        平成 22年基準の平成 25年１～３月の平均季節調整済指数 

 

４ （参考）改定後の鉱工業指数のグラフ 

  新基準と旧基準の季節調整済指数を比較したグラフを参考に添付する（別添

４）。 
 



 

別添１ 

○業種分類の体系      

          

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

○日本標準産業分類との相違 

鉱工業指数における分類 日本標準産業分類 

汎用・生産用・業務用機械 

25汎用機械 

26生産用機械 

27業務用機械 

食料品・たばこ工業 
09食料品 

10飲料・たばこ・飼料 

その他製品工業 

12木材・木製品 

13家具・装備品 

15印刷・同関連品 

19ゴム製品 

32その他の製品 

（採用品目なし） 

17石油製品・石炭製品 

20なめし革・同製品・毛皮 

C鉱業、採石業、砂利採取業 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄鋼業 

非鉄金属工業  

金属製品工業  

鉱工業  

汎用・生産用・業務用機械工業 

電子部品・デバイス工業 

電気機械工業  

情報通信機械工業  

輸送機械工業  

窯業・土石製品工業  

化学工業 

プラスチック製品工業 

パルプ・紙・紙加工品工業 

繊維工業 

食料品・たばこ工業 

その他工業  ゴム製品工業  

家具工業  

印刷業  

木材・木製品工業  

その他製品工業  

公益事業（廃止）  

産業総合  



 

別添２ 

 



  

別添３ 

 
 

 

 

 

 



別添４ 

 


